
　平成31年3月29日付け「国土交通省 水管理・国土保全局」通知、

　　水防法第15条の９及び第15条の10に基づく「大規模氾濫減災協議会」の運用について（H29.6.19通知からの改訂） 資料－１－３

平成31年3月29日付け「国土交通省 水管理・国土保全局」通知、５．協議会の構成員に

・土砂災害等による被害の防止・軽減のための対策に係る調整又は共有等が必要な機関。

・下流域に情報提供が必要なダム管理者（利水ダムを含む）。

が追記された。


